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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通貨を検証する装置において、
　通貨を前記装置内に入力する入力ポートと、
　通貨を顧客に供給する出口ポートと、
　前記装置内に入力された前記通貨又は前記顧客に供給される前記通貨をスキャニングし
て前記装置内に入力された前記通貨又は前記顧客に供給される前記通貨の画像を取得する
スキャナと、
　中央処理ユニットと、
　１つ又は複数の無効な通貨紙幣と関連付けられた１つ又は複数の無効な通し番号及び前
記供給される通貨と関連付けられた１つ又は複数の通し番号を保存する前記中央処理ユニ
ットに結合されたメモリと、
　前記画像から前記スキャニングされた通貨と関連付けられた通し番号を取得し、前記ス
キャニングされた通貨と関連付けられた前記通し番号を前記１つ又は複数の無効な通し番
号と比較し、前記スキャニングされた通貨と関連付けられた通し番号が前記１つ又は複数
の無効な通し番号のいずれかとマッチングする場合に、通知するソフトウェアと、
　前記通貨が供給されるのと略同時に前記顧客用のレシートを印刷するプリンタとを備え
ており、
　前記レシートは、前記供給される通貨と関連付けられた前記１つ又は複数の通し番号を
含む装置。
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【請求項２】
　前記ソフトウェアは、光学文字認識ソフトウェアを含む請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　中央データベースと通信することにより、前記１つ又は複数の無効な通貨紙幣と関連付
けられた前記１つ又は複数の無効な通し番号のすべて又は一部を入手する通信ポートを更
に備える請求項１に記載の装置。
【請求項４】
　前記光学文字認識ソフトウェアは、アセンブリ言語において設計されている請求項２に
記載の装置。
【請求項５】
　前記装置は、通貨を預入れ、受領、及び供給するための換金機器である自動現金預入れ
支払機である請求項１に記載の装置。
【請求項６】
　前記装置内に入力された前記通貨を保存する少なくとも１つの保存ストックを更に備え
、
　前記出口ポートを通じて供給される前記通貨は、１つ又は複数の前記スキャニングされ
た通貨又は前記スキャニングされた通貨とは異なる通貨を含み、前記出口ポートは、チケ
ット、販売品、又は換金機器のうちの１つ又は複数を更に供給する請求項１に記載の装置
。
【請求項７】
　通貨を検証する方法において、
　入力ポートを通じて装置内に通貨を入力するステップであって、前記装置内に入力され
る通貨が複数の紙幣を含むステップと、
　前記装置内に入力された前記通貨をスキャニングして前記装置内に入力された前記通貨
における前記複数の紙幣に対応した複数の画像を取得するステップと、
　前記複数の画像から前記スキャニングされた通貨と関連付けられた複数の通し番号を取
得するステップと、
　前記スキャニングされた通貨と関連付けられた前記複数の通し番号を１つ又は複数の無
効な通貨紙幣と関連付けられた１つ又は複数の無効な通し番号と比較するステップと、
　前記スキャニングされた通貨と関連付けられた前記複数の通し番号のうちの１つ又は複
数が前記１つ又は複数の無効な通し番号のいずれかとマッチングする場合に、通知するス
テップと、
　前記装置に付随する出口ポートを通じて顧客に前記スキャニングされた通貨における前
記複数の紙幣のうちの１つ又は複数を供給するステップと、
　前記顧客に供給される前記１つ又は複数の紙幣と関連付けられた１つ又は複数の通し番
号を保存するステップと、
　前記顧客に前記１つ又は複数の紙幣が供給されるのと略同時に前記顧客に印刷されたレ
シートを提供するステップとを備え、前記印刷されたレシートは、前記顧客に供給された
前記１つ又は複数の紙幣と関連付けられた前記１つ又は複数の通し番号を含む方法。
【請求項８】
　前記装置は、光学文字認識ソフトウェアを実行することにより、前記スキャニングされ
る通貨と関連付けられた前記複数の通し番号を入手する請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　中央データベースと通信することにより、前記１つ又は複数の無効な通貨紙幣と関連付
けられた前記１つ又は複数の無効な通し番号のすべて又は一部を入手するステップを更に
備える請求項７に記載の方法。
【請求項１０】
　前記顧客に供給される前記１つ又は複数の紙幣をスキャニングして前記１つ又は複数の
紙幣に対応した１つ又は複数の画像を取得するステップと、
　前記１つ又は複数の紙幣に対応した前記１つ又は複数の画像から前記顧客に供給される
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前記１つ又は複数の紙幣と関連付けられた前記１つ又は複数の通し番号を取得するステッ
プであって、前記装置が更に前記光学文字認識ソフトウェアを実行することにより、前記
１つ又は複数の紙幣と関連付けられた前記１つ又は複数の通し番号を入手するステップと
、
　前記顧客に供給される前記１つ又は複数の紙幣と関連付けられた前記１つ又は複数の通
し番号を前記１つ又は複数の無効な通貨紙幣と関連付けられた前記１つ又は複数の無効な
通し番号と比較するステップと、
　前記１つ又は複数の供給される紙幣と関連付けられた前記１つ又は複数の通し番号のい
ずれかが前記１つ又は複数の無効な通し番号のいずれかとマッチングする場合に、通知す
るステップとを更に備える請求項８に記載の方法。
【請求項１１】
　前記装置は、安全な現金リストにおける前記１つ又は複数の供給された紙幣と関連付け
られた前記１つ又は複数の通し番号を保存することにより、前記顧客に安全な現金サービ
スを提供する請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　安全な現金サービスを提供する方法において、
　顧客に１つ又は複数の通貨紙幣を供給するステップと、
　前記１つ又は複数の供給される通貨紙幣と関連付けられた１つ又は複数の通し番号を安
全な現金のリストに保存するステップと、
　前記１つ又は複数の通貨紙幣が供給されるのと略同時に前記顧客に印刷されたレシート
を提供するステップであって、前記印刷されたレシートは、前記１つ又は複数の供給され
る通貨紙幣と関連付けられた前記１つ又は複数の通し番号を含むステップと、
　前記１つ又は複数の供給された通貨紙幣がなくなった又は盗まれたことを前記顧客が報
告した場合に、前記顧客に払い戻すステップとを備え、
　前記顧客は、前記１つ又は複数のなくなった又は盗まれた通貨紙幣と関連付けられた前
記１つ又は複数の通し番号を有する前記印刷されたレシートを使用して払い戻しを受ける
方法。
【請求項１３】
　前記１つ又は複数のなくなった又は盗まれた通貨紙幣と関連付けられた前記１つ又は複
数の通し番号を指名手配現金リストに保存するステップを更に備え、
　１つ又は複数の関係機関は、装置が１つ又は複数の通貨紙幣画像から前記指名手配現金
リストにおける前記１つ又は複数の通し番号を取得したことを示す通知に応じて、１つ又
は複数の手順に従って前記１つ又は複数のなくなった又は盗まれた通貨紙幣を取り戻す請
求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記１つ又は複数の通貨紙幣、及び、前記１つ又は複数の供給された通貨紙幣と関連付
けられた前記１つ又は複数の通し番号を有する前記印刷されたレシートの供給に応じて、
前記顧客と関連付けられた口座から料金を控除するステップを更に備える請求項１２に記
載の方法。
【請求項１５】
　トラベラーズチェック及び不正なクレームに伴う損失の１つ又は複数の罰則規定は、前
記安全な現金のリストに保存された前記１つ又は複数の通し番号に適用する請求項１２に
記載の方法。
【請求項１６】
　前記顧客が１つ又は複数の通し番号を有する１つ又は複数の供給された通貨紙幣を使用
したことを判断することに応じて、前記安全な現金のリストから前記１つ以上の通し番号
を除去するステップを更に備える請求項１２に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、インテリジェント通貨検証システム及び方法に関するものである。
　本出願は、２０００年３月１７日付けで出願された（現在、米国特許第７，００６，６
６４号である）米国特許出願第０９／５０８，９２４号の一部継続であり、この内容は、
本引用により、そのすべてが本明細書に包含される。本発明は、２００５年４月２１日付
けで出願された米国仮特許出願第６０／６７３３７４号の利益を主張するものであり、こ
の内容は、本引用により、そのすべてが本明細書に包含される。
【背景技術】
【０００２】
　紙幣の登場以来、偽造は、重要な懸念事項である。偽造通貨を製造及び流通させる個人
又は組織の能力は、企業及び国家に対して破壊的な影響を有し得る。偽造との戦いに従事
している機関が利用可能なツールは進歩を遂げており、この結果、素人及び／又は組織化
されていないグループによる偽造は、ほとんど排除された状態になっている。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、スキャナ、カラーレーザプリンタ、及びＰＣを通じた画像処理などの技
術における進歩により、再度、状況が偽造者にとって有利に傾き始めている。これは、偽
造者が大規模な組織化されたグループである場合に、特に当て嵌まる。極端なケースにお
いては、このような偽造は、経済の不安定化又は危険な状況に結び付く可能性を有してい
る。例えば、過激派のグループは、偽造によってテロリスト活動用の武器を調達すること
ができる。別の例においては、国家が、大量の偽造通貨をその敵の経済に導入することに
より、敵の経済を不安定化するべく試みる可能性がある。更には、偽造の発生を検出する
ことが更に困難になっている。例えば、現在では、偽造紙幣の外観及び感触を本物と同一
にすることが可能である。この理由は、偽造紙幣が、本物の通貨を印刷するのに使用され
るものと同一の印刷装置、用紙、インク、及びその他の技術を使用しているためである。
この結果、多くの場合に、このような組織化された偽造者に対して課せられた唯一の制約
は、彼らが新しい通し番号を発明することができないということである。従って、彼らは
、本物の通貨と同一の（重複した）通し番号を使用しなければならない。従って、偽造の
発生を検出すると共に、偽造者を識別するための方式が求められている。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本発明の実施例は、偽造事件、並びに、偽造者自身を識別するシステム及び方法を提供
している。本発明の一実施例においては、これは、貨幣と関連付けられた一意の識別情報
を使用して実現されている。例えば、一意の識別情報は、通貨と関連付けられた通し番号
であってよい。
【０００５】
　本発明の実施例は、多数の用途において使用可能である。例えば、本発明の実施例は、
従来の通貨カウンティング装置との関連において使用可能である。カウントする際に、一
意の識別情報を通貨から抽出する。特殊用途プリンタを追加することにより、通貨の束を
結束する際に、抽出された一意の識別子を通貨の束の固定テープ上に印刷することができ
る。この結果、例えば、レジスタ係などの偽造者が貨幣を偽造貨幣によって置換すること
が防止される。本発明のその他の実施例は、例えば、引き出しなしキャッシュレジスタ（
Ｄｒａｗｅｒｌｅｓｓ　Ｃａｓｈ　Ｒｅｇｉｓｔｅｒ：ＤＣＲ）、現金自動預入れ支払機
（Ａｕｔｏｍａｔｉｃ　Ｔｅｌｌｅｒ　Ｍａｃｈｉｎｅ：ＡＴＭ）、国内通貨から外国通
貨への交換機、公共料金請求書支払装置（Ｕｔｉｌｉｔｙ　Ｂｉｌｌ　Ｐａｙ　Ｍａｃｈ
ｉｎｅ：ＵＢＰＭ）、請求書支払機、及び貨幣／小切手／クレジット販売機（Ｖｅｎｄｉ
ｎｇ　Ｍａｃｈｉｎｅ：ＶＭ）を含んでいる。又、本発明の実施例は、後述するように、
その他の用途において使用することも可能である。
【０００６】
　本発明の実施例は、通貨画像生成システムを含んでいる。通貨画像生成システムは、電
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荷結合デバイス（Ｃｏｕｐｌｅ　Ｃｈａｒｇｅ　Ｄｅｖｉｃｅ：ＣＣＤ）を有している。
このようなＣＣＤは、例えば、写真又は画像のパーソナルコンピュータ（Ｐｅｒｓｏｎａ
ｒｌ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ：ＰＣ）への転送に使用されているスキャナにおいて容易に見出
されるものと類似したものであってよい。画像認識システムは、光学文字認識（Ｏｐｔｉ
ｃａｌ　Ｃｈａｒａｃｔｅｒ　Ｒｅｃｏｇｎｉｔｉｏｎ：ＯＣＲ）ソフトウェアを更に有
することができる。本発明の一実施例においては、ＯＣＲソフトウェアは、通貨の通し番
号を認識して電子的に保存している。又、本発明の実施例の通貨画像生成システムは、要
素（ＩＣＯＮ）をも包含することができる。ＩＣＯＮは、紙幣の表面全体を描いている。
通貨の両面又は選択部分のいずれかを描くことができる。更には、画像を拡大するスキャ
ナのソフトウェア能力を使用することにより、通常裸眼においては観察不可能な小さな特
定の詳細を分離又は選択することができる。これらの小さな詳細領域を比較することによ
り、既存の実際の通貨に対応した情報を識別することができる。
【０００７】
　本発明の実施例のＯＣＲソフトウェアを使用することにより、通貨から一意の識別情報
を抽出することができる。この一意の識別情報は、額面金額番号、通し番号、左及び右通
し番号、印刷番号、発行銀行番号、印刷日付、財務長官の署名、又は任意のその他の番号
、文字、アイコン、或いは、通貨の信憑性を検証するのに有用な識別情報を包含すること
ができる。後述するように、一意の識別情報を使用することにより、本発明の実施例は、
通貨が本物であるのか偽造品であるのかを判定することができる。
【０００８】
　通貨からの一意の識別情報の抽出に加えて、本発明の一実施例を通過したすべての紙幣
に対して電子ＩＤ（ＴＡＧ）を付加することができる。このタグは、国、時刻、トランザ
クションが発生した特別な場所、又はその特定の紙幣が更に大きな金額の一部であったの
か又は単独で流通したのかを識別することができる。
【０００９】
　又、本発明の実施例は、紫外光をも包含することができる。紫外光を使用することによ
り、インクの色及び用紙の品質を検出する。更には、適切な背面照明により、紫外光を使
用してすかしを認識することができる。
【００１０】
　更には、本発明の実施例は、磁力計を包含することができる。磁力計を使用することに
より、紙の層の間に埋め込まれた金属性ライン（ワイヤ）を検出することができる。この
ような磁気特性から、本発明の実施例は、本物の通貨の内部に配置された金属要素と低レ
ベルの偽造者によって使用されるインクのラインを識別することができる。又、本発明の
いくつかの実施例は、磁気インクを読み取ることも可能である。
【００１１】
　システムメモリ内において、通貨の通し番号は、国の財務省又は適切な機関から供給さ
れた額面金額及び／又は発行日付によって分類された利用可能な通し番号の既存のリスト
と比較可能であるため、本発明の実施例によって提供されている通貨と関連付けられた通
し番号をデジタル化及び認識する能力は、本発明の一実施例における重要な処理を提供し
ている。この結果、本発明の一実施例は、供給されたリスト上におけるその通し番号の存
在により、額面金額を容易に判定することができる。
【００１２】
　更には、調査対象の通貨から得られた通し番号を、その他の通し番号のリストと比較す
ることができる。このようなリストは、例えば、盗まれた通し番号、不正に取得された通
し番号、「おとり捜査」又は監視活動の結果から通貨受領者の経路を追跡するべく、例え
ば、麻薬捜査機関などの特殊な機関によって使用されている通し番号、寿命に起因して財
務省によって破壊された、無効にされた、又は取り消された、或いは、その他の理由によ
る貨幣を表す通貨の通し番号のリストを含んでいる。比較に基づいて、調査対象の通貨が
本物であるのか偽造品であるのかを判定することができる。
【００１３】
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　このような通し番号のリストは、本発明の一実施例に従って、システム内に入力し、且
つ、ＲＯＭ、ＰＲＯＭ、ＥＰＲＯＭを含む任意のストレージ媒体、或いは、ハードディス
ク、ソフトディスク、及びＣＤＲＯＭを含む任意のその他の磁気又は光学ストレージ媒体
上に保存可能であろう。リストは、例えば、モデム及び電話回線又はケーブルＴＶ、衛星
通信、無線、ネットワークＰ／Ｃ、又はこのようなリストを転送可能な任意のその他の通
信システムを含む任意の通信リンクを通じて双方向に転送することができる。
【００１４】
　本発明の実施例は、手動又は自動的に操作可能である。例えば、本発明の手動による一
実施例においては、操作者は、１つ又は複数のスケジューリングされた動作を開始するべ
く指示される。本発明の自動的な一実施例においては、システムが動作を自動的に実行し
ている。
【００１５】
　更には、本発明の一実施例においては、隠蔽されたカメラは、顧客によって使用された
通貨が認証に失敗した場合に、顧客の写真を自動的に撮影するべく構成されている。或い
はこの代わりに、又は写真に加えて、特定のボタンを押下するように顧客に対して要求す
ることができる。ボタンには、顧客によって使用された通貨が認証に失敗した際に、顧客
の指紋又はその一部を記録するための特殊なカメラが結合されている。ボタンが押下され
た際には、予めプログラムされているその他の活動に進むことになる。
【００１６】
　本発明の実施例においては、スキャニングされた通貨の１つ又は複数の通し番号（又は
、その他の識別番号）を光学、磁気、又は任意のその他のストレージ媒体内にローカルに
保存している。例えば、本発明の実施例が、銀行、スーパーマーケット、又は貨幣を交換
することができる任意のその他の施設に設置された場合には、それぞれの到来する紙幣に
対応した通し番号が抽出され、保存される。又、通し番号は、通信リンクを通じて既定の
時刻に適切な機関に対して伝送することも可能である。
【００１７】
　或いはこの代わりに、例えば、（強盗などの）違法な行為のケースにおいては、紙幣の
番号を中央処理機関に対して伝送することができる。中央処理機関は、通し番号を「ブラ
ックリスト」として取り纏めすることができる。ノードが適切なアクションをとることが
できるように、ブラックリストをネットワーク内の１つ又は複数のノードに対して配布す
ることができる。この結果、盗まれた貨幣を犯人が使用できないようにすることができる
。例えば、本発明の一実施例においては、ブラックリスト上の通し番号を具備した通貨が
使用された場合に、警報又はその他の通知が提供されている。この動作は、犯人の逮捕に
結び付く可能性を有している。
【００１８】
　ブラックリストの使用は、社会に対して財政的且つ社会的な利益をもたらすことができ
る。例えば、無効な通貨を流通させる試みに関する即時の通知に加えて、ブラックリスト
は、麻薬の取引及びマネーロンダリング行為における貨幣の使用を妨げることが可能であ
り、場合によっては、脱税の防止にも有用であろう。
【００１９】
　本発明の一実施例によるネットワークの設備は、ピラミッドとして構築可能である。ピ
ラミッドの頂点には、中央銀行が位置している。中央銀行は、偽造管理サービスを含んで
いる。これらの偽造管理サービスは、重複した通し番号などの無効な情報の証拠を入手す
るべく、通貨識別情報（例えば、通し番号）を定期的に比較することができる。中央銀行
の偽造管理サービスは、下位レベルと接続されている。下位レベルは、例えば、特定の国
の銀行を包含することができる。例えば、本システムがＥＵ（Ｅｕｒｏｐｅａｎ　Ｕｎｉ
ｏｎ）内に設置された場合には、下位レベルは、特定のヨーロッパの国の銀行を包含する
ことができる。ＥＵの中央銀行は、彼らの国内において機能しているその他の銀行の支店
から通貨識別情報を入手することになる。
【００２０】
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　この結果、偽造事象が検出された場合には、それぞれの国の中央銀行は、直ちに（又は
、それらの支店を通じて）、貨幣を交換したグループから接触されることになる。このよ
うなグループは、公的基金、切符販売所、郵便局、空港、百貨店、カジノ、娯楽施設を含
んでいる。
【００２１】
　ユーロの誕生は、本発明の一実施例による通貨検証システムを生成及び確立するために
理想的なタイミングである。１つの理由は、膨大な数のキャッシュレジスタを交換する必
要があるためである。このニーズは、本発明の一実施例に従って通貨を検証するべく構成
されたキャッシュレジスタを選択する機会を企業に対して提供している。既存のキャッシ
ュレジスタを改良して本発明の一実施例を実施可能であろう。或いは、この代わりに、本
発明の一実施例を実施するべく構成された新しいキャッシュレジスタを獲得してもよい。
【００２２】
　参加国メンバーは、偽造による損失、並びに、結果として、強盗、脅迫、脱税などが極
小化されるため、本発明の実施例の実装から恩恵を受けることになる。更には、本システ
ムは、本システムの操作者と製造及び保守のための職場を生み出すことにもなる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
　図１は、本発明の一実施例による紙幣の信憑性を検証するためのネットワークの概略図
である。ネットワークは、店舗構成１などのいくつかのローカルな店舗構成を含んでいる
。店舗構成１は、中央ユニット２などの中央ユニットに結合されている。この結合は、例
えば、地上の回線又は無線インタフェースを含む任意の通信リンクを介したものであって
よい。例えば、図１に示されているように、結合は、モバイル又はダイアルアップ電話回
線１１を介して電話会社を通じたものである。
【００２４】
　好ましくは、中央ユニット２との間のデータ伝送は暗号化されている。このような暗号
化については、当業者には周知である。適切な暗号化の一例は、米国特許第４，２４１，
２３７号及び第４，４５５，４５３号に記述されており、これらのそれぞれの内容は、本
引用により、そのすべてが本明細書に包含される。
【００２５】
　それぞれの店舗構成１は、ローカルＣＰＵ３を含んでいる。ローカルＣＰＵ３は、ツイ
ストペア又は同軸ワイヤを介して通貨読み取り及び通貨認証装置（ｃｕｒｒｅｎｃｙ　Ｒ
ｅａｄｉｎｇ　ａｎｄ　Ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｎｇ　ｃｕｒｒｅｎｔ　Ｄｅｖｉｃｅ
：ＲＡＤ）６に接続された内蔵ＬＡＮカード４を含んでいる。通貨ＲＡＤ６は、貨幣収集
装置７と接続されている。貨幣収集装置７は、例えば、キャッシュレジスタを含む貨幣を
収集する任意の装置であってよい。通貨ＲＡＤ６は、内部ビデオカメラ１０及び通貨入力
ポート８を含んでいる。
【００２６】
　店舗構成１は、ＣＰＵ３に結合されたユーロからローカル通貨への交換機９などの１つ
又は複数の通貨交換機を包含することができる。ＣＰＵ３は、内部的に又は外部的に、モ
デム１５と接続されており、このモデムは、中央オフィス／処理ユニット２を有するシス
テムに接続するべく、電話回線又は任意のその他の手段と接続されている。
【００２７】
　中央オフィス／処理ユニット２は、通信ハブサーバ１２を含んでいる。通信ハブサーバ
１２は、通信リンクを通じてローカルＣＰＵ３に結合されている。通信ハブサーバ１２は
、プリンタに更に接続されている。更には、通信ハブサーバ１２は、電話網を通じて１つ
又は複数の更に上位レベルのセンタ１４と接続されている。１つ又は複数の更に上位レベ
ルのセンタ１４は、更に上位レベルの中央オフィス／処理ユニット（２）、或いは、場合
によっては、図１に示されているネットワーク構成のピラミッド構造の頂点に接続されて
いる。
【００２８】
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　動作の際には、本発明の一実施例は、次のように動作する。企業のレジスタ係が顧客か
ら通貨を受領する。企業は、銀行、スーパーマーケット、百貨店、小売店、又は任意のそ
の他の類似した企業を含む、取引において通貨を使用可能な任意の企業であってよい。通
貨が受領された際に、レジスタ係は、貨幣を通貨入力部８内に配置する。通貨は、入力さ
れた通貨と関連付けられた一意の識別情報（例えば、通し番号）を取得できるように、通
貨入力部８内に配置されている。例えば、ＯＣＲソフトウェアを使用し、通し番号をデジ
タル化すると共にデジタル化された通し番号を処理することにより、通し番号を入手する
ことができる。デジタル化された通し番号は、ライン５及びＬＡＮカード４を通じて伝送
され、ＣＰＵ３のメモリ内に保存される。顧客が通貨を通貨入力部８内に直接的に入力し
た場合には、同一の手順を辿ることにより、通貨と関連付けられた通し番号をデジタル化
し、ＯＣＲ処理すると共に、保存することになる。
【００２９】
　本発明の一実施例においては、ＣＰＵ３は、予め決定された時間間隔においてローカル
ハブサーバ１２と通信し、すべての保存されている通し番号をローカルハブサーバ１２に
送信している。動作の際に、ＣＰＵ３が、同一の通し番号を複数回受領するか、又は通し
番号がブラックリストに掲載されていると判定した場合には、本システムは、適切なプロ
グラム応答を起動することになる。例えば、本発明の一実施例においては、本システムは
、顧客の写真を撮影して記録すると共に、指示をレジスタ係及びその他の認可された要員
に対して送信することになる。顧客の写真は、その他のデータと共に保存される。本発明
の一実施例に従って保存されるデータのタイプは、図９に示されている。次いで、このデ
ータは、更なるアクションのために、中央オフィス／処理ユニット２に伝送されることに
なる。
【００３０】
　ＣＰＵ３が、受信した通し番号が無効な番号の「リスト」に掲載されていると判定した
場合には、本システムは、同様の方式で応答する。これらの無効な番号は、盗まれた貨幣
、麻薬取引からのものであると判明した貨幣、偽造品、又はその他の無効な貨幣に対応可
能である。
【００３１】
　武装強盗などの非合法な活動の場合においては、レジスタ係は、通貨を犯人に渡すこと
を余儀なくされる。本発明の一実施例によれば、犯人が逃げたら、即時に、ＣＰＵ３は、
盗まれた貨幣のすべての通し番号をハブサーバ１２に対して伝送する。ハブサーバ１２は
、盗まれた貨幣の通し番号を受領し、盗まれた番号のリストをブラックリストとして取り
纏める。ハブサーバ１２は、このブラックリストをネットワークの自身のブランチ内のそ
れぞれのＣＰＵと、ネットワークの更に上位レベルのそれぞれの中央オフィス／処理ユニ
ット１４に対して伝送する。盗まれた貨幣が使用された場合には、その通し番号は、ブラ
ックリスト内の通し番号とマッチングすることになる。このようなマッチングが発生した
際には、本システムは、マッチングした通し番号に対応した通貨を使用するべく試みてい
る当事者の写真を記録し、適切な行動計画を実践する。貨幣が麻薬監視などの「おとり捜
査」活動から到来した場合にも、同様の手順を実践することになる。このような場合にお
いては、「おとり捜査」において使用されるお金と関連付けられた通し番号は、レッドリ
スト（これは、前述のブラックリストに類似した方式において使用される）内に配置され
、従業員は、適切なプログラムを実践することになる。
【００３２】
　図２は、本発明の一実施例によるシステムのブロック図である。この図の左側には、典
型的な顧客インタフェースが示されている。顧客インタフェースは、操作者に対してメッ
セージを提供するためのＣＲＴモニタ１６、操作者に対してメッセージを提供するための
ラウドスピーカ１７、マイクロフォン１８、ビデオカメラ１０、キーボード１９、及びレ
シートのハードコピーを印刷するためのプリンタ２０を包含することができる。
【００３３】
　図２は、電話回線１１、ケーブルＴＶ２１、ＡＭ－ＦＭラジオ－衛星受信アンテナ２２
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などの一般的な通信リンクをも示している。任意の既存又は将来の双方向通信リンクを使
用することができる。
【００３４】
　これらの入出力装置は、インテリジェント通貨検証機及び次のようなその他の適用可能
な装置と双方向に接続されている。
【００３５】
（１）引き出しなしキャッシュレジスタ２５
（２）公共料金請求書支払機（Ｕｔｉｌｉｔｉｙ　Ｂｉｌｌ　Ｐａｙ　Ｍａｃｈｉｎｅ：
ＵＢＰＭ）２６：顧客は、支払対象の公共料金請求書をＵＢＰＭ２６の適切な入力スロッ
ト内に挿入する。本システムは、請求書及び支払対象金額を認識し、紙幣を適切な通貨入
力スロット内に挿入するように顧客に対して指示する。次いで、ＵＢＰＭ２６は、通貨の
信憑性を判定する。通貨が本物である場合には、ＵＢＰＭ２６は、請求書に「支払済み」
というスタンプを付与する。
（３）現金ギャンブル装置（Ｃａｓｈ　Ｇａｍｂｌｉｎｇ　Ｍａｃｈｉｎｅ：ＣＧＭ）２
７：ＣＧＭは、例えば、ＬＯＴＴＯ、ＰＲＯＴＯ、ＸＩＳＴＯ、及びＰｉｃｋ　Ｆｉｖｅ
のような宝くじチケットなどのゲームチケットを供給している。本発明の一実施例は、既
存のＣＧＭ内において使用するべく改良可能であり、又は新しいＣＧＭ内に内蔵すること
も可能である。
（４）販売機（Ｖｅｎｄｉｎｇ　Ｍａｃｈｉｎｅ：ＶＭ）２８
（５）現金に依存した企業２９：偽造による損失及び強盗から企業を保護するのに有用で
あるため、カジノ、銀行の預金及び貸付、及び多額の貨幣を取り扱う可能性があるその他
の企業は、この提案されているシステムの設置から恩恵を受けることになる。
（６）ローカル通貨からユーロへの交換機９：顧客は、後述するものなどの操作において
、ローカル通貨を新しいユーロに交換する。本発明の一実施例においては、本発明の交換
機の実施例は、ＡＴＭに類似している。このような本発明による交換機の実施例は、現金
を供給すると共に、ＡＴＭが提供しているその他のあらゆる選択肢のすべてを提供してい
る。
【００３６】
　通し番号を読み取る能力により、本発明の一実施例は、「安全な現金」サービスを提供
することができる。「安全な現金」は、トラベラーズチェックに類似しているが、別個の
紙片（小切手）に署名して携行するという面倒が排除されている。従って、「安全な現金
」の場合には、顧客の現金がなくなったり、盗まれた場合に、顧客は現金の払い戻しを受
けることができる。動作の際には、顧客がＡＴＭなどの現金自動支払機又は通貨交換機か
ら現金を入手する際に、現金自動支払機は、「安全な現金」サービスを使用する選択肢を
顧客に対して提案する。顧客がこの提案を受け入れた場合には、本システムは、要求され
た現金を供給する。更には、現金自動支払機内に包含されたプリンタが、要求された現金
と共に顧客に提供されるレシート上に、供給された現金と関連付けられた通し番号を印刷
する。顧客は、現金がなくなるか又は盗まれた場合に、このレシートを使用して払い戻し
を受けることができる。「安全な現金」サービスを使用するべく、料金を顧客の口座から
控除することも可能である。要求された現金を供給し、通し番号をレシート上に印刷した
後に、現金自動支払機は、供給された現金の番号と関連付けられた通し番号を「安全な現
金」のリスト内に入力する。顧客が、（前述の）１つ又は複数のＲＡＤを有するように構
成された機関内において安全な現金を使用するたびに、使用された安全な現金と関連付け
られた通し番号が安全な現金のリストから差し引かれる。顧客が自身の貨幣をなくした場
合には、なくなったことを報告した際に、本システムの管理者は、使用されていない通し
番号を、指名手配現金リストに入力する。この「指名手配」されている現金が再び姿を現
したときには、常に、関係機関は、設定された手順を実践することにより、それを取り戻
すことができる。更には、トラベラーズチェック及び不正なクレームに伴う損失の罰則規
定を「安全な現金」にも適用することができる。
【００３７】
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　図３は、本発明の一実施例によるメモリ割当構造を示している。図３に示されているよ
うに、メモリは、特定の通貨の額面金額に対応した複数のアドレスレンジにパーティショ
ン化可能である。具体的には、メモリの第１アドレスには、特定の通貨の額面金額におけ
る発行通し番号の開始部分が保存されている。メモリの第２アドレスには、特定の通貨の
額面金額における発行通し番号の末尾が保存されている。メモリの第３アドレスには、そ
の通貨の額面金額（例えば、５ユーロ）を保存することができる。その他のアドレスレン
ジを使用することにより、その他の通貨の額面金額における類似の情報を保存することが
できる。
【００３８】
　それぞれの通貨発行ロットの開始点と末尾の間には、許容不能な番号（例えば、乱用に
起因して取り消された番号、破壊された番号、或いは、例えば、前述のブラックリストや
レッドリストなどの特定のリストに掲載されている番号）がすべて配置されている。この
結果、利用可能なメモリの使用量を可能な限り制限することができる。更には、任意の市
販のメモリサポートソフトウェアを使用することも可能である。
【００３９】
　図４は、本発明の一実施例に従って通貨を検証するためのフローチャートである。始め
に、本システムは、スタンバイ状態にある（３０）。入口センサがトリガされた際に（３
１）、紙幣入力モータを起動するべく命令が付与される（３３）。通貨がスキャナを通過
する際に（３２）、通貨と関連付けられた通し番号などの識別情報を読み取っている（３
３）。尚、この説明においては、識別情報は、通貨と関連付けられた通し番号であると仮
定している。通し番号を読み取った後に（３４）、読み取った通し番号をメモリ内のリス
トと比較している（３５）。通貨と関連付けられた通し番号が存在している場合には（３
６）、その番号をブラックリスト内においてサーチする（３７）。通し番号がブラックリ
スト内に存在していない場合には、通貨の通し番号を通貨の額面金額の通し番号のリスト
と比較する（３８）。通し番号が、調査対象の通貨の特定の額面金額におけるものとして
適切である場合には、通し番号及び額面金額を適切なメモリ内に保存する（３９）。次い
で、本システムは、スタンバイ状態に戻る（３０）。
【００４０】
　一方、読み取った通し番号がリスト内に存在している場合には、フラグを設定し（４０
）、次いで、本システムは、開始点に戻る（３０）。同様に、番号がメモリ内に存在して
いないか（４１）、通貨の額面金額が通し番号とマッチしないか（４２）、或いは、通貨
がなんらかのその他の理由から無効であると本システムが判定した場合には、適切なサブ
ルーチンを起動して適切なアクションをとることになる。
【００４１】
　図５は、本発明の一実施例による典型的なインテリジェント通貨検証システムの概略図
であり、この場合には、スタックされた通貨４３が、操作者により、通貨入力ポートなど
の通貨入力部内に配置されている。通貨入力部は、保持プレート４６と、スプリング４５
が取り付けられた圧力プレート４４と、を含んでいる。通貨検出センサによって通貨の存
在が検出された際に、取り入れホイール４７が、スタックされている通貨４３の最初の紙
幣をベルトシステム５０によって支援された適切なローラ４９に移動させる。反対方向の
ラッフルシリンダ５４が、２枚目の紙幣がメカニズム内に挿入されることを防止しており
、この結果、スタックの最上部の紙幣のみが光学スキャナ４８を通過することができる。
光学スキャナ４８は、独自の光源を含んでいる。光学スキャナ４８は、紙幣をスキャニン
グして紙幣の画像を取得する。光学スキャナ４８からの画像は、ＣＰＵ３に転送される。
ＣＰＵ３は、メモリ２４内に保存されたＯＣＲプログラムを使用して画像を処理し、紙幣
と関連付けられた識別情報を取得する。例えば、識別情報は、紙幣と関連付けられた通し
番号であってよい。ＣＰＵ３は、スキャナからの通し番号をメモリ５５内に保存されてい
る利用可能な通し番号と比較する。比較に成功した際には、ＣＰＵ３は、通信リンクによ
る中央オフィス／処理ユニットへの転送の時点までその成功したトランザクションをメモ
リ５５内に保存するべく、命令を発行する。
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【００４２】
　図６は、本発明の一実施例による引き出しなしキャッシュレジスタ（Ｄｒａｗｅｒｌｅ
ｓｓ　Ｃａｓｈ　Ｒｅｇｉｓｔｅｒ：ＤＣＲ）２５の概略図である。具体的には、通貨入
力ポート１０及び２０により、レジスタ係は、それぞれの額面金額に応じて通貨のスタッ
ク５６及び５７をＤＣＲ２５内に配置することができる。通貨は、ラバーホイール５８及
び５９によって前進し、強制的に、磁気センサ６０、光学スキャナ４８、及び紫外線チュ
ーブ６１の下を通過する。通貨は、前述のように認証される。通貨が認証された場合には
、ＤＣＲ２５は、通貨をそれぞれの額面金額に従って貨幣ストック６２及び６３内に配置
する。当業者には、本発明の引き出しなしキャッシュレジスタの実施例は、任意の数の異
なる通貨の額面金額を処理するのに必要な数の入力ポート及び貨幣ストックを具備できる
ことが明らかであろう。又、ＤＣＲ２５は、レジスタ係が引き出しを開閉する必要がない
ように、顧客用６４、６５に対してつり銭を返すための設備をも具備している。この結果
、ＤＣＲ２５は、貨幣を自動的且つ安全に管理している。
【００４３】
　通貨認証手順において、且つ、通貨が検証されたら、即時に、ＤＣＲ２５は、前述のよ
うに、それらの通し番号を保存する。通貨が認証されない場合には、貨幣は、受け入れ不
能として出力６６に転送される。
【００４４】
　本発明の一実施例においては、つり銭を顧客に返す際には、ＤＣＲ２５は、ＦＩＦＯ（
Ｆｉｒｓｔ　Ｉｎ　Ｆｉｒｓｔ　Ｏｕｔ）方式で貨幣を返す。この結果、ＤＣＲ２５は、
更なるセキュリティのために、どの貨幣が到来し、どれが出て行くのかを追跡することが
できる。例えば、ＤＣＲ２５を使用することにより、貨幣が強制的に又は違法に除去され
ることを防止又は通知することができる。更なる機能として、ＤＣＲ２５は、背面照明電
球６７を利用して通貨内のすかしを読み取ることも可能である。
【００４５】
　図７は、本発明の一実施例によるローカル通貨からユーロへの交換機の概略ブロック図
である。左側には、典型的な顧客インタフェースが存在している。顧客インタフェースは
、ビデオカメラ１０、ラウドスピーカ１７、ＣＲＴ１６、キーボード１９、マイクロフォ
ン１８、プリンタ２０、及び指紋を受領するための特殊なボタン６８を含んでいる。ユー
ロ交換機は、貨幣入力ポート７０、貨幣出口ポート８０、及びユーロを受領するためのポ
ート８６、並びに、ユーロのコインを受領するためのポート９２を含んでいる。
【００４６】
　動作においては、顧客が開始ボタン６８を押下した際に、ＣＰＵ３は、更なるステップ
を実行するようにディスプレイ１６及びラウドスピーカ１７を通じて顧客に指示する。顧
客は、自身のローカル通貨を貨幣入力ポート７０に配置する。ホイール７１を通じて、顧
客のローカル通貨は、前進し、磁気センサ６０、光学スキャナ４８、Ｕ／Ｖチューブ６１
、及びすかしチューブ６７の下を通過する。これらの装置からの信号を使用することによ
り、ＣＰＵ３は、前述のように通貨が本物であるかどうかを判定する。ローカル通貨が本
物とであると判断された場合には、ホイール７２は、通貨をホイール７３及び７８に転送
する。次いで、ローカル通貨は、額面金額ごとに、保存ストック７７及び７９内に保存さ
れる。
【００４７】
　本発明の一実施例においては、交換対象の通貨が損傷しており、使用不能な状態になっ
ている。保存する前に、ＣＰＵ３は、穿孔ツール７５によってローカル通貨に孔をあけて
使用不能にするべく、ソレノイド７４に対して指示する。次いで、通貨は、破棄されるこ
とができる。破棄された通貨は、収集バケツ７６から収集されることになる。通貨の穿孔
は、容易に認識できるように、それぞれの機械ごとに異なる形状であってよい。保存され
た穿孔済みの通貨は、完全に破壊される時点まで、更に低いセキュリティ環境に保存可能
であり、或いは、その他の使用法のために維持することも可能である。
【００４８】
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　許容不能な通貨（即ち、認証されない通貨）は、通貨が認証されなかったことを通知す
るディスプレイ１６及びスピーカ１７を通じた指示と共に、ポート８０を通じて顧客に対
して返される。更には、通貨が認証されない場合には、交換機は、顧客の写真を記録する
。交換機は、ボタン６８を押下するように顧客に対して更に指示することができる。ボタ
ン６８は、開始ボタンであることに加えて、指紋記録プロセスをトリガするためのトリガ
メカニズムとしても機能している。図８に示されているように、押下ボタン６８により、
スイッチ９５は、ビデオカメラ９６を起動し、顧客の指紋のすべて又は一部を記録するこ
とになる。この指紋は、図９に示されているように、ビデオ画面９８に内蔵可能である。
【００４９】
　ユーロ交換機は、認証されなかった通貨の即時の返却を顧客が望んでいるのか、或いは
、手動による認証が実行されたら直ぐにシステムが顧客のアカウントに入金できるように
顧客がキーボード（１９）を通じて更なる情報を提供することができるかを顧客に対して
問い合わせることも可能である。キーボード（１９）を通じて顧客から提供されたデータ
は、システムによって自動的に提供されたデータと共に、画面（９８）に表示されること
になる。典型的なデータが図９に示されている。相応して、データのすべての又は所望の
部分が保存され、伝送される。顧客が誤ったデータを提供したり、又は現場から逃げた場
合には、交換機は、適切な機関に通知するためのプログラムを実践する。
【００５０】
　当業者には、本発明の実施例による顧客の物理的な特徴を取得して保存する態様は、更
に複雑なものであってもよく、或いは、更に簡単なものであってもよいことが明らかであ
ろう。例えば、ビデオカメラ９６は、指紋画像を分析し、その指紋が人間の指からのもの
であるのか、又は顧客が手袋をはめているのかを判定することができる。更には、ビデオ
カメラ１０は、顧客の画像を分析し、顧客の顔が本物であるのか、又はマスクなどによっ
て覆われているのかを判定することができる。
【００５１】
　図７を再度参照すれば、ローカル通貨の認証、穿孔、及び保存の後に、本システムは、
スタック８１及び８２から適切な額のユーロをラバーホイール８３及び８４を通じて供給
し、この貨幣をベルト８５に転送する。次いで、ベルト８５が通貨を出力８６に転送する
。
【００５２】
　当業者には、交換機がコインスタック８７を内蔵できることは明らかであろう。供給モ
ータ８８に加えて、コインスタック８８がコインを供給する。動作の際には、供給モータ
８８の回転軸８９のそれぞれの１回転ごとに、ブラケット９０が単一のコインをスロット
９１を通じて供給する。供給されたコインは、ベルト８５に沿って位置９２に移動し、こ
こで、コインは、顧客による回収を待つことになる。
【００５３】
　前述のように、図８は、本発明の一実施例による代表的なビデオ指紋採取システムの概
略図である。プッシュボタン６８は、その中央が拡大レンズとして成形された透明材料か
ら構築されている。プッシュボタン６８は、回転軸９３を中心として回転し、且つ、光源
９４によって照射されている。プッシュボタン６８が押下された際に、スイッチ９５が閉
路される。スイッチ９５の閉路により、本システムのロジックがトリガされ、この結果、
デジタルカメラ９６が動作することになる。指紋を記録するには、多数のその他の手順、
方式、及びメカニズムを利用することができることは当業者には明らかであろう。本発明
の実施例のビデオ指紋採取システムは、本発明のＡＴＭ運用において特に好適である。
【００５４】
　図９は、本発明の一実施例によるトランザクションにおいて通貨が認証されない際に顧
客から収集されたデータを表示するためのビデオ画面の典型的な画面ショットである。図
９に示されているように、画面は、顧客９８の写真、顧客の指紋の写真、及びシステムに
よって提供された特定のデータを含む特定のトランザクションに関する様々なデータを表
示することができる。このようなデータは、場所と、顧客によって自発的に提供されたデ
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ータを包含することができる。この画面は、メモリ内に保存することも可能であり、或い
は、破棄することによって伝送時間及びメモリを節約することも可能である。
【００５５】
　本発明の別の実施例は、ハンドヘルド型の汎用通貨読み取り機（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　
Ｃｕｒｒｅｎｃｙ　Ｒｅａｄｅｒ：ＵＣＲ）に関するものである。図１０は、本発明の一
実施例によるハンドヘルド型ＵＣＲの概略図である。ＵＣＲ１００は、好ましくは、実質
的にあらゆる通貨を読み取るべく構成されている。例えば、ハンドヘルド型ＵＣＲ１００
は、好ましくは、例えば、数百万個の文字（テキスト）又は数千枚の写真を保存するべく
デジタルカメラによって利用されるフラッシュメモリ技術１０８を使用している。
【００５６】
　ハンドヘルド型ＵＣＲ１００は、好ましくは、携帯型又は直接接続型という少なくとも
２つの方式のいずれかにおいて構成されている。携帯型構成においては、ハンドヘルド型
ＵＣＲ１００は、無線接続１１７を介して動作するべくセットアップされるか（図１１参
照）、又はオフラインで動作するべくセットアップ可能である。無線で動作する際には、
ハンドヘルド型ＵＣＲ１００は、スキャニングされた／検出された通し番号をアップロー
ドし、且つ、指名手配されている通貨又は偽造通貨に関するリアルタイムの警告を受信す
ることができる。オフラインで動作する際には、ハンドヘルド型ＵＣＲ１００は、複数の
通し番号及び指名手配されている通貨リストをリアルタイム警報のために保存することが
できる。図１１に示されているように、このユニットは、後程、直接的にハードウェアＴ
ＣＰ／ＩＰスタック１１６を介してＬＡＮに、モデム１１５を介してインターネットに、
或いは、間接的に、例えば、ＵＳＢポート１１２を介してコンピュータ又はその他の装置
に接続可能である。ネットワークに接続された際には、ＵＣＲ１００は、通し番号及び指
名手配リストに対する更新を送受信することができる。
【００５７】
　直接接続型の構成においては、ハンドへルド型ＵＣＲ１００は、好ましくは、装置が、
例えば、ＵＳＢポートを介してネットワークに継続的に接続されていることを除いて、携
帯型の無線構成において提供されているものと同一の前述の機能を提供している。この構
成は、オフィスにおけるセッティング、警察車両、軍車両、又はネットワーク接続が容易
に利用可能であるその他の場所において特に有用であろう。
【００５８】
　又、装置１００は、クレジットカードを受領するためのクレジットカード読み取りスロ
ット１０２、パスポート読み取り入力部、又は本明細書に記述されているその他のデータ
の入力部をも具備することができる。又、これは、観察窓１０１をも具備しており、これ
により、本装置を分析対象の紙幣１０５の上方に正しく配置することができる。又、装置
１００は、通貨のタイプを選択するべく、キーボード１０４をも具備している。例えば、
キーボード１０４上の数字を押下することにより、通貨のタイプを選択することができる
。又、装置１００は、読み取りディスプレイ１０３をも具備可能であり、この結果、操作
者は、調査対象の紙幣の通し番号を観察すると共に、読み取られた通し番号を検証する機
会を有する。
【００５９】
　装置１００は、カメラを含んでいる。カメラは通貨の画像を生成する。ＯＣＲソフトウ
ェアを使用することにより、装置１００は、画像を処理し、通貨と関連付けられた通し番
号などの識別情報を取得する。次いで、この識別情報を、前述のように、保存、伝送、又
は操作することができる。
【００６０】
　又、このカメラは、装置１００において更に多様な用途を実現する。例えば、カメラを
使用することにより、車のナンバープレートの写真を撮影することができる。次いで、Ｏ
ＣＲソフトウェアを使用することにより、ナンバープレートをテキストに変換することが
できる。ナンバープレートに対応したテキストデータは、警察官に提供することも可能で
あり、或いは、更なる処理のために通信リンクを通じて中央オフィスに送信することも可
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能である。又、装置１００は、暗い状態においてカメラを使用できるように、光源を具備
することも可能である。
【００６１】
　装置１００の更なる用途は、電気／ガス／水道メーターの読み取りを含んでいる。この
ような用途においては、装置１００は、電気、ガス、又は水道の消費量を記録することが
でき、これを使用して、請求のための関係会社による情報収集を支援することができる。
【００６２】
　装置１００を使用することにより、人間が判読可能な数字又は英数字の任意のストリン
グをユーザのニーズに従って判読することができる。装置１００は、税関、ＤＥＡ、ＦＢ
Ｉ、国土安全保障省、地方の警察本部、Ｌ．Ｅ．Ａ．、国際刑事警察機構、ＩＲＳ、銀行
、欧州警察機構、財務省などの様々な機関に対して接続可能である。これらの機関と通信
する装置１００の能力は、指名手配されている通貨をそれぞれの機関のニーズに従って探
知及び追跡するための機会をこれらの機関に提供する。例えば、前述のように、Ｄ．Ｅ．
Ａ．は、おとり捜査において麻薬を購入するべく使用した現金を追跡することができ、Ｆ
．Ｂ．Ｉ．は、武装強盗又は強奪からの現金を追跡することができ、国土安全保障省は、
テロリストによって使用される現金を追跡することができ、財務省は、偽造紙幣を追跡す
ることができる。
【００６３】
　図１１は、本発明の一実施例によるハンドヘルド型ＵＣＲ１００の典型的なブロック図
を示している。読み取り機１０６は、通貨をスキャニングし、未加工のＣＭＹＫ（シアン
、マゼンタ、黄色、及び黒色）データをメモリ制御ユニット（Ｍｅｍｏｒｙ　Ｃｏｎｔｒ
ｏｌ　Ｕｎｉｔ：ＭＣＵ）１０７に供給している。読み取り機は、通貨から識別情報を取
得するのに使用可能な任意の装置であってよい。このような装置は、光学センサ、カメラ
（ＣＭＯＳ又はＣＣＤ）、バーコード読み取り機、ＲＦＩＤ読み取り機、クレジットカー
ド読み取り機、パスポート読み取り機、及び運転免許証読み取り機を含んでいる。ＭＣＵ
１０７は、独自のフラッシュメモリ１１０及び光学文字認識（ＯＣＲ）エンジン１０９と
関連付け可能である。又、ＭＣＵ１０７は、別個のフラッシュメモリ１０８に対しても接
続可能であり、この内部には、同一の又は異なるＯＣＲプログラム／データベースを保存
することができる。好適な実装においては、リアルタイムクロック（Ｒｅａｌ　Ｔｉｍｅ
　Ｃｌｏｃｋ：ＲＴＣ）１１１は、スキャニングの時刻又はプログラム更新の時刻を記録
するべく提供されている。装置１００がＵＳＢポート１１２を介して接続されていない際
には、好ましくは、メモリスティック１１３を使用することにより、その他のデータに加
えて、スキャニングされた文字を保存し、且つ、ＯＣＲプログラムからのテキストを受信
及び保存する。メモリスティック１１３は、ハンドヘルド型ＵＣＲ１００から容易に取り
外し可能である。
【００６４】
　当業者であれば理解するように、ハンドヘルド型ＵＣＲ１００は、本明細書に記述され
ているインテリジェント通貨検証ネットワークの機能に対して大きな携帯性を提供してい
る。
【００６５】
　装置１００によって保存されている情報を使用することにより、追加情報を導出するこ
とができる。例えば、関係機関が適切と判断した場合には、何人の男性又は女性が装置を
使用したのか、ユーザの年齢、及び好適な操作の時刻を見出すためなどの統計的な目的に
、保存されている写真を保存及び分析することができる。
【００６６】
　本発明の別の実施例は、デスクトップ型通貨読み取り機１２４に関するものである。本
発明の一実施例によるデスクトップ型読み取り機１２４の概略図が図１２に示されている
。デスクトップ型通貨読み取り機１２４は、その説明を円滑に実行するべく、６つの機能
部分に分割されている。これらの部分が図１３に示されている。デスクトップ型通貨読み
取り機１２４の中心部は、マイクロプロセッサユニット１２０及びその支援回路である。
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【００６７】
　本発明の一実施例においては、マイクロプロセッサ１２０は、次のように動作している
。ＩＤ入力ユニット１１９が、銀行券、小切手、又は任意のその他の文書上に存在してい
る一意の識別データのデジタル画像をキャプチャし、これを、ＣＰＵ１２０によって処理
可能な、及び／又はプリンタインタフェースユニット１２２を介してグラフィックプリン
タによって印刷可能なバイナリデータのストリームに変換している。本発明のいくつかの
実施例によるＩＤ入力ユニット１１９の構成については後述する。ＣＰＵ１２０に対する
データの第２の代替入力経路は、プリンタインタフェースユニット１２２を介したもので
あり、この場合には、このインタフェースのグラフィック出力がキャプチャされ、ＣＰＵ
１２０に供給される。ＣＰＵ１２０に対するデータの第３の代替入力経路は、データスト
レージユニット１２３を介したものであり、このデータストレージユニットは、未加工の
データ（ビットストリーム又は画像）又は事前処理されたデータ（スクラッチパッドメモ
リ）を含んでいる。ＣＰＵ１２０は、バイナリデータが到来した際に、到来したバイナリ
データを、即ち、未加工のデータストリームとして、保存することも可能であり、部分的
な処理の後にデータを保存することも可能であり、或いは、完全な処理の後にデータを保
存することも可能である。データは、データストレージユニット１２３内に保存される。
【００６８】
　データストレージユニット１２３は、論理的及び／又は物理的に異なるパーティション
に分割可能である。データストレージユニット１２３をパーティションに分割することに
より、ＣＰＵ１２０は、後から処理を再開することも可能であり、又はデータを出力イン
タフェースに伝送することも可能である。
【００６９】
　ＣＰＵ１２０は、バイナリ入力データを処理することにより、その文書の埋め込まれて
いる識別情報を抽出する。データ処理には、人間が判読可能な文字用のＯＣＲソフトウェ
ア、並びに、ＨＩＤ、バーコード、磁気シグネチャ／プロファイルなどを含む機械可読信
号用の信号復調／暗号解読が含まれている。
【００７０】
　ＣＰＵ１２０の処理能力の一部は、データに関係したものではない。ＣＰＵ１２０は、
文書エッジの検知、画像スキャニングの開始及び停止の定義、フレーミング、及び遅延の
生成を含むあらゆる電子的な機能を制御している。
【００７１】
　データは、グラフィック又はテキストプリンタにプリンタインタフェースユニット１２
２を介して送信することも可能であり、外部メモリ（例えば、データストレージユニット
１２３内のメモリスティック）内に保存することも可能であり、或いは、場合によっては
、ネットワークインタフェース１２１を介してネットワーク（コンピュータ、ＬＡＮ、Ｗ
ＡＮ、ＷＬＡＮ、又はインターネット）に伝送することも可能である。
【００７２】
　ＣＰＵ１２０の動作に必要な電力は、電源ユニット１１８から導出されている。電源ユ
ニット１１８は、（１つ又は複数の標準的な又は充電可能な電池を使用することによって
）電池によって動作することも可能であり、ＡＣ／ＤＣ変換ユニットから供給することも
可能であり、或いは、装置に装着された外部コンピュータから（ＵＳＢコネクタ又は任意
のその他の利用可能な手段を介して）電源供給することも可能である。回路は、ＡＣ電源
なしに電池のみによっても装置が有用な長寿命を具備するように、電力消費量が極めて小
さくなるように構築されている。ハンドヘルド型ＵＣＲ１００は、可能な限り小さく且つ
軽量にする必要があるため、電力消費量を低く抑えることは、ハンドヘルド型ＵＣＲ１０
０のサイズ及び重量に影響する。
【００７３】
　図１４は、本発明の一実施例による電源ユニット１１８のブロック図である。電源ユニ
ット１１８は、ＡＣ源１２５にプラグ接続されている際には常に充電回路から導出された
電力を回路の残りの部分に供給すると共に、ＡＣ源にプラグ接続されていない際には電池
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の使用を実現する、「スマート」な回路１２６を有する充電式の電池１２８を含んでいる
。いずれの供給源を使用するかは、スイッチング回路１２７によって判定されている。又
、電源ユニット１１８は、システムが充電を必要としている時期を通知すると共に、エネ
ルギーを節約するべくシステム自体がスタンバイモードに切り換わる時期を検出するイン
ジケータの組１２９をも含んでいる。
【００７４】
　図１２及び図１３を再度参照すれば、ＩＤ入力ユニット１１９は、紙幣１３１が透明な
窓１３５の前面の適切な位置に配置されたことをセンサの組１３６が通知した際に、常に
、「スナップ写真」（バイナリ画像データのストリーム－グレースケール又はカラー）を
生成するＣＭＯＳカメラセンサ１３２及びコントローラ１３３を含んでいる。この例にお
いては、カメラコントローラ回路１３３のＭＣＵは、スクラッチパッドメモリ１３２内に
画像情報（未加工のバイナリデータ）を保存している。ＩＤ入力ユニット１１９は、処理
のために写真が利用可能な状態にあることを「データ利用可能」信号１３０を介してＣＰ
Ｕ１２０又はプリンタインタフェースユニット１２２に対して通知している。
【００７５】
　ＣＰＵ１２０は、ＩＤ入力ユニット１１９のスクラッチパッドメモリ１３２に対する直
接的なアクセスを具備している。この結果、メモリ１３２内に完全な写真が存在している
と（「データ利用可能」信号によって）通知された際に、ＣＰＵ１２０は、ＣＰＵ１２０
が使用するべくプログラムされている動作（構成）モードに従ってデータの処理を開始す
る。
【００７６】
　ＣＰＵ１２０の構成は、予めプログラム（例えば、ファームウェア内に保存）可能であ
ると共に／又は、装置の構成サイクルにおいて設定することも可能であり、更には、後か
ら、ネットワーク／コンピュータインタフェースユニット１２１からの命令を介して動的
に変更することも可能である。典型的なデータモードには、次のものが含まれている。
【００７７】
　（ａ）未加工データ伝送モード
　未加工データ伝送モードにおいては、ＣＰＵ１２０は、ネットワーク／コンピュータイ
ンタフェースユニット１２１を介して未加工の写真データのみを外部世界に伝送し、処理
の残りの部分は、外部世界において実行される。
【００７８】
　（ｂ）ビットマップデータ伝送モード
　ビットマップデータ伝送モードにおいては、ネットワーク／コンピュータインタフェー
スユニット１２１に伝送する前に、未加工のデータをピクセル（ＲＧＢ又はグレースケー
ル）に変換し、且つ、任意選択によって圧縮している（ＪＰＥＧ又はＲＬＥ又はＰＮＧ圧
縮）。
【００７９】
　（ｃ）Ｂ／Ｗデータ伝送モード
　Ｂ／Ｗデータ伝送モードにおいては、まず、未加工のデータをピクセルに変換すると共
に、特殊なデジタルフィルタによって処理することにより、望ましくないバックグラウン
ドから識別情報を分離している（新しい１０、２０、５０、及び１００ドル紙幣、並びに
、多くのその他の外国の銀行券のケースがこれに該当する）。これらのフィルタは、パタ
ーンマッチング法又はＲＧＢ→ＨＳＶ→フィルタリング済みのＨＳＶ→ＲＧＢ変換を使用
することができる。変換操作の最後の段階は、自動的なコントラスト及びエッジ検出並び
にフレーミングを伴う白黒（Ｂ／Ｗ）ピクセル変換である。Ｂ／Ｗデータ伝送モードは、
前述のビットマップデータ伝送モードの拡張である。
【００８０】
　（ｄ）テキストデータ伝送モード
　テキストデータ伝送モードは、前述のＢ／Ｗデータ伝送モードにおいて使用されている
ものに類似した処理を使用して写真データをＢ／Ｗに変換している。ＣＰＵ１２０内の不
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揮発性メモリチップ内に存在している小さな「記述子」データベースを使用することによ
り、個々の文字についてフレーミング（ｆｒａｍｉｎｇ）を実行している。この「記述子
」データベースは、ＩＤの一般的なフォーマットに関する情報を含んでいる。例えば、ド
ル紙幣の記述子は、「Ｏ」の文字を含まない２つのアルファベット文字のグループと、こ
れに続く８つの数字のグループ、並びに、「Ｏ」を含まないが「＊」であってよい単一の
文字としてＩＤのフォーマットを記述している。同一のチップが、すべての有効な文字に
ついて光学文字認識ファームウェアによって使用可能なデータを有するデータベースを含
んでいる。ＯＣＲファームウェアを使用することにより、画像データをテキストに変換す
る。次いで、テキストをネットワーク／コンピュータインタフェースユニット１２１に伝
送している。
【００８１】
　以上のモード（（ａ）～（ｄ））は、いずれも、テキストをネットワークインタフェー
スユニット１２１に伝送する代わりに、ＣＰＵ１２０が、関連する処理済みのデータを外
部メモリ（例えば、データストレージユニット１２３）内に保存するという対応するモー
ドを具備している。データストレージユニット１２３は、不揮発性のＲＡＭ、ＥＰＲＯＭ
、ＥＥＰＲＯＭ、フラッシュメモリ、メモリスティック、マルチメディアストレージ装置
、及びＵＳＢストレージ装置を含むいくつかの構成の中の１つ又は複数のものであってよ
い。
【００８２】
　同様に、処理済みのデータの出力は、例えば、感熱／ドットマトリックスプリンタ又は
ウィンドウズ（登録商標）対応のプリンタを含む任意のグラフィック能力を有するプリン
タであり、この場合には、情報は、適切なプリンタインタフェースユニット１２２に対し
て伝送される。
【００８３】
　本発明の別の実施例においては、センサが、写真情報をグラフィックプリンタに対して
直接伝送するべく構成されている。このような一実施例においては、ＣＰＵ１２０は、セ
ンサデータを取得し（このデータは、エンコードされた形態である）、プリンタに出力さ
れるデータに対して直接的に適用されるように、フィルタリング／フレーミング／ＯＣＲ
処理を実行することができる。
【００８４】
　図１５は、現在銀行において一般的に使用されているものなどの単一ポケットの通貨カ
ウンタ内において実施可能な改良の概略図である。この改良により、カウンタは、紙幣の
画像を取得すると共に、ＯＣＲを使用して紙幣の通し番号のテキストバージョンを取得す
ることができる。本発明の一実施例においては、改良には、次のものが含まれている。
【００８５】
　・ＣＭＯＳ又はＣＣＤカメラ１４４及びそのコントローラ
　・高輝度の光源１４５（例えば、スーパー高輝度のデイライトＬＥＤであり、この理由
は、長期間にわたってその高輝度出力が劣化しないそのオン／オフスイッチングにおける
耐久性にある）
　・紙幣のエッジを検出するためのセンサ１４６（例えば、反射センサ）
　・カウンタの背面側の開口部（又は、カメラの前面を通過する際に紙幣１４３の明瞭な
視界をカメラ１４４に付与する任意のその他の適切な位置）をカバーするウィンドウ１４
２（プラスチック、硝子、又は任意のその他の適切な材料）
　・紙幣１４３のスナップ写真の撮影と装置のモータの動きを制御するための適切なイン
タフェースの両方に関連した（マイクロプロセッサ、アナログ及びデジタル回路、及び時
間遅延を含む）電子回路
【００８６】
　動作の際には、通貨カウンタは、図示のように、カウンタの既存のローラ１４１を回転
させ、これにより、ドル紙幣１４３を引き込んで、カメラ１４４の前面を通過させる単一
のＤＣモータを含んでいる。ローラ１４０は、矢印によって示されている方向においての
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み回転することができ、この結果、一度に１枚の紙幣のみを供給することができる。
【００８７】
　紙幣１４３がセンサ１４６の前面を通過したら、即座に、カウンタの電子回路は、一時
的に停止するまで円筒形ローラ１４１にブレーキをかける。この時点において、紙幣１４
３の通し番号は、ウィンドウ１４２を通じて可視状態となる。ＬＥＤ（１４５）を照射し
、ドルのスナップ写真を撮影してコントローラのインタフェースを通じて図１２及び図１
３に示されているＲＡＤ（Ｒｅａｄｉｎｇ　ａｎｄ　Ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｎｇ　Ｄ
ｅｖｉｃｅ）のコンピュータに対して伝達するべく、カメラ１４４に対して通知する。
【００８８】
　当業者には、本システムの動作の信頼性及び速度を改善する多数の方法が存在している
ことが明らかであろう。例えば、ＤＣモータをステッピングモータによって置換すること
ができる。ステッピングモータは、更に高い精度によって制御及び停止することが更に容
易である。適切な位置インジケータを有するサーボモータは、ＤＣモータの別の可能な代
替品である。更には、ローラの背面支持部に窓を形成する代わりに、背面を全面的に又は
部分的に透明な背面によって置換することも可能である。前述の追加センサ（センサ１４
６）のニーズを伴うことなしに、カウンタ内に既に存在しているカウンティングセンサを
使用することにより、カメラをトリガ可能である。
【００８９】
　図１６は、本発明の一実施例による情報の伝送において使用されるデータストリームフ
ァイルの典型的なフォーマットを示している。データストリームファイルは、一般的な「
ＴＡＧ」構成を含んでいる。メモリ及び伝送空間を節約するために１６進表記を使用して
おり、従って、標準的なＡＳＣＩＩのテキスト表記の８ビットの代わりに、４ビットによ
ってそれぞれの数字を表現することができる。この結果、メモリが節約され、伝送時間が
抑制される。更には、１６進表記の場合には、データストリームの判読が困難であり、ハ
ッカーによる介入が相対的に困難である。更には、相対的に高度なエンコーディングシス
テムを使用することができる。
【００９０】
　本発明の一実施例による伝送データストリームの基本的な構造が図１６に示されている
。データストリームは、追跡のために、通貨の通し番号、米国財務省などの特別な機関が
関心を有している紙幣の特別なセクション、及び以前のトランザクションの年、月、日、
時間、分を含む以前のトランザクションの時刻を含んでいる。又、データストリームは、
現在のトランザクションの年、月、日、時間、分をも含んでおり、これには、国コード（
Ｃｏｕｎｔｒｙ　Ｃｏｄｅ：ＣＣ）、都市コード（Ｔｏｗｎ　Ｃｏｄｅ：ＴＣ）、及び最
大で６５，５３５個のアカウント番号まで使用可能である４つの１６進数値の特殊コード
が続いている。又、データストリームは、紙幣が、システム内にあったのか、その外部に
あったのかを通知する特記（Ｓｐｅｃｉａｌ　Ｎｏｔｅ：ＳＮ）をも包含することができ
る。更には、データストリームは、カスタムフィールドチェックサム、暗号化コード、及
び通し番号をメタデータベースに対してリンクするローカルデータベースポインタ１４７
を包含することができる。このようなリンクにより、多くの紙幣は、例えば、捜査官の名
前及び電話番号、作戦名、及び場所、写真、パスポート番号、及びその機関が重要且つ必
要であると判断した任意のその他のデータを含む共通データを共有することができる。
【００９１】
　本発明の一実施例は、図１７に示されているように、改善されたネットワーキングを提
供することができる。図１７内に示されている典型的なネットワーク内においては、１つ
のサーバ（並びに、そのバックアップイメージ）は、すべてのデータを含んでいる。すべ
てのエンドユーザは、構造化された階層構造を通じて、このデータに接続、共有可能であ
る。エンドユーザの読み取り及び認証装置（Ｒｅａｄｉｎｇ　ａｎｄ　ａｕｔｈｅｎｔｉ
ｃａｔｉｎｇ　Ｄｅｖｉｃｅ：ＲＡＤ）を通じて全世界において銀行券を追跡するという
概念を中心として、更なる構成を設計することができる。
【００９２】



(19) JP 5081811 B2 2012.11.28

10

20

30

40

50

　このような典型的な設計の１つが、「ｉＧｏｖＮｅｔ（Ｉｎｔｅｌｌｉｇｅｎｔ　Ｇｏ
ｖｅｒｎｍｅｎｔ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）：インテリジェント政府機関ネットワーク」であり
、これは、ユーザがデータの所有権を放棄することなしに、ネットワークのすべてのユー
ザから政府の機関が恩恵を受けることができるように特別に設計されている。
【００９３】
　この場合には、典型的な設計は、任意のトランザクションにおいて紙幣の通し番号に付
加された「ＴＡＧ」（図１６）を使用することにより、そのトランザクションの時点にお
いて割り当てられたデータベースポインタを使用して任意のデータベースにリンク可能で
あるという事実を利用している。
【００９４】
　この設計においては、それぞれのユーザ（又は、ユーザのグループ）は、彼らにとって
便利な場所に専用のローカルネットワークサーバ１５０を維持可能であり、且つ、彼らの
「内部」ＬＡＮのために任意の種類の構成を構築することができる。この専用のサーバは
、タグが付加された貨幣ファイル及びローカルデータベースの両方を、ユーザが選択した
便利であって物理的に安全である場所に収容可能である。専用サーバは、「トラフィック
コントローラ（Ｔｒａｆｆｉｃ　Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ：ＴＣ）」１４９のシステムに対
して接続されている。ＴＣ１４９は、実際には大きなストレージ容量を具備してはいない
が、「既知」の宛先との間においてデータを受信及び再伝送可能なサーバである。
【００９５】
　図１７に示されているように、ＴＣは、拡張可能なクラスタとして接続可能である。図
１７においては、小さな円１５０は、ローカルデータベースを有するシステムを表してお
り、機関の異なるセクションに属する「指名手配」されている通し番号のリストが、更に
大きな円（ＴＣ１４９）に接続されている。
【００９６】
　現金がＲＡＤステーション１５０に現れるたびに、通し番号が読み取られ、最も近いト
ラフィックコントローラに伝送される。それぞれのＴＣは、オリジネータ１４８を除いた
すべての隣人に対して再伝送し、伝送したデータをそのメモリから削除する前に、すべて
の隣人からの受領のアクノリッジを待つ。これは、ネットワーク内のすべてのユーザ１５
０が通し番号のバッチを受信する時点まで、接続されているすべてのＴＣを通じて継続さ
れる。次いで、すべてのユーザ装置１５０は、その独自の指名手配リストに照らして通し
番号のバッチをチェックする。マッチングが存在している場合には、エンドユーザ１５１
及びサーチのオリジネータの両方に通知される。データベースポインタは、サーチのオリ
ジネータに属するデータベースに対応しているため、ユーザは、オリジナルのトランザク
ションの「時間」及び「場所」情報のみを取得可能であり、従って、更なる情報が必要で
ある場合には、エンドユーザは、更なる情報についてオリジネータにコンタクトしなけれ
ばならない。
【００９７】
　この例は、本発明の実施例によって提供されるいくつかの利点を実証している。「無実
」の紙幣は、本システムによって無視されている。この結果、データベースは、無関係な
情報によって乱されず、データベース内のスペースが乱されることがない。更には、関係
する事件について通知されるのは、関心を有している当事者のみであり、情報が効率的に
処理されている。
【００９８】
　更には、本システムは、構築及び維持が経済的であり、且つ、通し番号は、本システム
を通じて移動する際には機密情報ではないため、極めて安全である。それらが機密情報と
なるのは、マッチングが検出された場所においてのみであり、これは、定義によって安全
である。更には、本システム内を移動するデータは、最新の安全な暗号化アルゴリズムに
よって高度に暗号化可能である。又、簡潔さ及び速度のために、ビットごとの操作を使用
してデータを構築することも可能であり、従って、語彙分析攻撃に対して脆弱ではない。
【００９９】
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　この例においては、データベースを小さな塊に分けることにより、極めて短いソーティ
ング及びサーチ時間という更なる利点が付与されている。
【０１００】
　本発明の別の態様は、光学又は電気信号をテキストに変換する新しく且つ改善された光
学文字認識（ＯＣＲ）エンジンを提供するためのものである。本発明の実施例のＯＣＲは
、精度のために最適化されるべく、異なる通貨の特定のフォーマットを活用している。
【０１０１】
　本発明の一実施例においては、これは、フォーマット記述子及び除去可能な内部ＯＣＲ
データベースを使用することによって実現されている。
【０１０２】
　更には、ＯＣＲプログラム自体は、認識プロセスがソフトウェアのその他の部分の速度
を低下させることがないように、極めて高速である必要である。更には、デスクトップ又
は携帯型コンピュータに常に接続されていない小さな装置に対して移植できるようにする
場合には、ＯＣＲプログラムは、オペレーティングシステムの機能及びグラフィックルー
チンから独立している必要がある。
【０１０３】
　前述の内容を満足させるべく、ＯＣＲソフトウェアが設計されており、実証をのみ目的
として、以下、これについて提示することとする。
【０１０４】
　この典型的な設計においては、ＯＣＲエンジン（ソフトウェア）は、速度のために、完
全にアセンブリ言語において設計されている。システムは、ＯＣＲ及びフォーマッティン
グ記述の両方のために、約８００バイトの極めて小さなデータベースを使用している。
【０１０５】
　特別なアルゴリズムによってベースライン検出及び回転を処理している。（新しい色彩
豊かなドル紙幣、ユーロ、及びその他の外国通貨に対して特に適用可能である）バックグ
ラウンドカラー雑音の除去は、ＲＧＢ－ＨＳＶ－ＲＧＢ－Ｂ／Ｗなどの色空間間における
高度なアセンブラ変換を使用することによる。動きのぶれ、魚眼レンズ効果、及び照明の
分配によって生成される異常を考慮し、幾何学的変換が設計されている。
【０１０６】
　変換は、いずれも、線形、双一次、及び多項関数の使用を通じて最適化されおり、これ
により、時間を消費する、特に、浮動小数点演算機能を有していないスタンドアロン装置
において低速である、三角関数を回避している。
【０１０７】
　システムは、単一投票システム（２つの通し番号を自動的に比較するもの）及び３投票
システム（写真の表示を介した人間の介入を有するもの）と共に、適用可能な場合には常
に（例えば、フルフェーススキャナ／小切手検証機などの）デュアルスキャニングを利用
することができる。ＯＣＲエンジンは、画像処理及びパターン認識との関連において使用
される統計的な確率論的分析を含んでおり、ベクトルの使用を伴ってはおらず、これらは
、小さなプロセッサの場合には、あまりに低速である。これを補償するべく、このエンジ
ンは、二次的な小エリア（スポット）チェックを伴う類似文字（即ち、Ｃ及びＧなどの）
デコーディングを再訪し、百分率による確率を有する両方の推定値を返している。これを
使用することにより、アプリケーションプログラムは、いつ文字又は「判読不能」コード
を使用するかを決定することができる。
【０１０８】
　図１８は、本発明の一実施例によるＯＣＲルーチン１５１のブロック図である。ＯＣＲ
ルーチン１５１は、マイクロプロセッサ又は本明細書に記述されている動作を実行するべ
く構成可能である任意のその他のプロセッサ上において実行可能である。
【０１０９】
　ＯＣＲルーチン１５１は、ウィンドウズ（登録商標）オペレーティングシステムの「ｋ
ｅｒｎｅｌ３２．ｄｌｌ」のＧｅｔＤＩＢｉｔによって生成されるものに類似したバイト
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アレイの形態において「ビットマップ」写真を入力として受領している（１７０）。ＯＣ
Ｒルーチン１５１は、主に所与の国用のロケール及び通し番号フォーマッティングに関す
る特定の追加情報について認知している必要がある（１５４）。この情報は、パラメータ
であり、且つ、インストールプログラム及び／又は、適用可能な場合には、オペレーティ
ングシステムのロケール情報の正しい設定及び／又は、利用可能な場合には、ウィンドウ
ズ（登録商標）レジストリによって供給される。本発明の一実施例によれば、入力データ
のフォーマットは、次のとおりである。既知の光学装置（カメラ／スキャナ）の大部分は
、ＤＩＢｉｔを直接的に生成しないため（１５３）、ＯＣＲルーチンを呼び出す前に、そ
れぞれの入力画像データフォーマット（ＪＰＥＧ、ＲＡＷ、ＣＭＹＫ、ＥＰＳなど）ごと
に、異なる小さなエンコーダルーチンを使用している（１５２）。
【０１１０】
　本発明の一実施例によれば、ＯＣＲルーチンの最終的な出力は、ストリングと、長整数
数値のアレイである（１６７）。本発明の一実施例によれば、ＯＣＲルーチン１５１によ
って出力されたデータのフォーマットは、次のとおりである。出力データストリングは、
一連の英数文字を表している。ストリングのフォーマットは、所与の国の通貨及び／又は
額面金額の通し番号の許容可能なフォーマットに準拠している。例えば、米国の場合には
、新しい紙幣のストリングは、「ＡＡ　ＮＮＮＮＮＮＮ　Ａ」である。「Ａ」は、第１位
置においては、「Ｏ」を除く「Ａ」～「Ｚ」の英文字であり、第２位置においては、「Ａ
」～「Ｌ」の文字であり、最後の位置においては、文字「＊」、又は「Ｏ」を除く「Ａ」
～「Ｚ」の文字である。同様に、「Ｎ」は、「０」から「９」の数字を意味している。ル
ーチンから返される数字のアレイは、ストリング内において返された１文字当たりに１つ
の要素を具備している。アレイのそれぞれの要素の値は、対応するＯＣＲ処理された桁が
ルーチンによって正しく解釈された確実性のレベルに対応している。例えば、米国の場合
に、「ＡＢ１２３４５６７８Ｃ」及び１１個の値のアレイ（１００，９０，９２，．．．
，８８）というＯＣＲルーチンの出力を仮定すれば、これらのアレイの値は、「Ａ」が正
しいという確率＝１００％であり、「Ｂ」が正しい＝９０％、「１」が正しい＝９２％で
あり、．．．、「Ｃ」が正しい＝８８％であると解釈される。
【０１１１】
　米国以外の国の場合には、返されるストリングにＵｎｉｃｏｄｅ表現が必要である。こ
のＯＣＲにおいては、それぞれのＵｎｉｃｏｄｅ文字が、１バイト値によって表現されて
おり（ソーティングシーケンスを保持している）、且つ、ニーズが発生した際にのみデコ
ードされるという方式を採用している。しかしながら、ストリングの真のＵｎｉｃｏｄｅ
表現を採用することも可能である。但し、同一の情報を維持するために、二倍の数のバイ
トが必要とされる。
【０１１２】
　ＯＣＲルーチン１５１は、ＤＩＢｉｔアレイを読み取った後に（１５３）、不揮発性メ
モリ（又は、ウィンドウズ（登録商標）レジストリなど）内に提供されている国及び額面
金額固有の情報を読み取っている（１５４）。ＤＩＢｉｔアレイが小さくなり、これによ
り、後続のＯＣＲ動作が更に効率的且つ高速なものとなるように、この情報を使用し、通
し番号の画像を概略的にクロッピングしている（１５３）。次いで、ＯＣＲルーチンは、
実際のＯＣＲ処理において通し番号を「生成」する一連のデジタルフィルタルーチン（１
５６～１６１）を呼び出している。尚、これらのデジタルフィルタの数学的な動作は、バ
イトに対して機能することが知られているため、このＯＣＲルーチン１５１に関する説明
を円滑に実行するべく、図１８のＯＣＲルーチン１５１の説明の残りの部分においては、
「ＤＩＢｉｔデータ」、「写真」、及び「画像」という用語が相互交換可能に使用されて
いる。
【０１１３】
　銀行券の通し番号を復元する際における重要なステップは、バックグラウンドからの通
し番号テキストの「分離」である。この処理は、バックグラウンド除去フィルタルーチン
によって実行されている（１５６）。古い米国銀行券は、有意なバックグラウンドを具備
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してはいなかったが、新しいものは、ヨーロッパのユーロ紙幣を含むその他の国の銀行券
に存在している問題を共有している。ＯＣＲにおけるバックグラウンド除去の部分は、色
相及び彩度値を利用してテキストと雑音（背景）を分離する色空間内における変換の組を
含んでいる。分離は、バックグラウンド除去フィルタルーチン１５６を利用することによ
って可能であるが、ＯＣＲの精度を向上させるべく、フィルタリング済みのデータを次の
フィルタ機能によって更に向上させている。
【０１１４】
　すべての高速のカラー画像キャプチャ装置に伴う共通の問題点は、白が実際には白では
なく、且つ、黒が実際には黒ではないという点にある。これは、すべての色をその適切な
彩度、輝度、及びコントラストに回復しなければならないということを意味している。ル
ーチン１５７内において使用されているデジタルフィルタは、通し番号の写真を補正（向
上）するように機能している。
【０１１５】
　通し番号画像を向上させた後に、「スマート」な黒及び白変換ルーチンを使用しており
１５８、このルーチンが、バックグラウンドの残りの部分から生成される雑音を極小化し
つつ、可能な限り「カラーエッジ」情報を保持するべく試みている。変換を定義するレベ
ルは、自動的に算出されている。但し、プログラマは、フォーマッティング情報判読ルー
チン１５４を使用することにより、特定の個別の額面金額用のレベルを微調整することが
できる。
【０１１６】
　Ｂ／Ｗへの変換ルーチン１５８は、通常、スペックル又はピクセル幅ラインとの関連に
おいてなんらかの雑音を残すことになる。これは、実際に彩度を高くしたバックグラウン
ドの場合に特に当て嵌まる。これらの残余物は、スペックル除去及び雑音除去ルーチンに
よってほとんど除去可能である（１５９）。ＯＣＲルーチン１５１は、スペックル除去及
び雑音除去ルーチンを使用する時期を決定することができる。又、ユーザは、機能１５４
を通じて介入することにより、この決定に影響を与えることも可能である。
【０１１７】
　特定の構成においては、カウンタ内に供給された際に紙幣が平らでない及び／又は傾い
ているという事実に起因し、文字が歪んでいる。ＯＣＲルーチン１５１は、傾いた写真を
検出する埋め込まれた方法を具備しており、且つ、湾曲した支持部を補正するべく機能１
５４を介して外部的にフラグを設定することができる。これらのケースにおいては、幾何
学的な歪み機能１６０により、写真の傾斜を補正する角度に写真を回転することができる
。更には、幾何学的な歪み機能１６０は、「ピッチ」又は「パンチ」歪みを補正する特殊
変換を使用することも可能である。
【０１１８】
　測光距離及びカメラレンズ補正ルーチン１６１は、異なる入射角度における照明の状態
並びにカメラの応答に起因した個々の文字の変化可能な太さを補正している。両方の状態
により、端の文字よりも「中央」の文字が細く現れることになる。更には、このフィルタ
の機能は、機能１５４からの入力を通じて制御可能である。
【０１１９】
　従って、ＯＣＲルーチン１５１におけるすべてのフィルタは、通し番号の写真が、可能
な限り、均一で、歪みがなく、且つ、シャープなものとなるように、相乗効果を有するよ
うに機能している。フレーミング機能１６２は、それぞれの桁の４つの角の位置を返すエ
ッジ検出ルーチンである。
【０１２０】
　前述の機能１６２によって得られた情報を使用することにより、ステップ１５３におい
て生成されたオリジナルのＤＩＢｉｔアレイを、一度に１つの文字のみのデータを含む個
別のアレイに分離している。これは、個別文字読み取りルーチン１６３によって実行され
ている。
【０１２１】
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　ＯＣＲルーチン１５１の主要な部分は、ルーチン１６４において実行されている。ＯＣ
Ｒデータベースは、ここで読み取られるアレイフォーマットの関連するデータ情報を含ん
でいる。ＯＣＲデータベースのフォーマット及びデータは、機能１５４において得られた
指定のロケール及び言語のパラメータに従って読み取られる。
【０１２２】
　それぞれの文字のデータビット（ルーチン１６３によって得られたもの）、通し番号内
におけるそれらの位置（ルーチン１６２において得られたもの）、及びＯＣＲデータベー
スの内容（ルーチン１６４）は、統計分析ルーチン１６５に供給されている。統計分析ル
ーチン１６５においては、３つの異なる画像マッチングルーチンが使用されている。デー
タベースからのそれぞれの有効な文字を、通し番号の桁のそれぞれの個別の位置と比較し
、二乗平均（Ｒｏｏｔ　Ｍｅａｎ　Ｓｑｕａｒｅ：ＲＭＳ）誤差の値を演算している。Ｒ
ＭＳ誤差を使用することにより、それぞれの位置における文字のＡＳＣＩＩ（又は、Ｕｎ
ｉｃｏｄｅ）値と信頼性の程度の両方を判定することができる。
【０１２３】
　わずかな違いしか有していない画像を具備した特定の文字が存在しており、例えば、米
国紙幣における大文字のＧと大文字のＣは、数ピクセルしか異なっていない。類似したペ
アの場合には、統計分析ルーチン１６５により、ほとんど等価な信頼性の程度を有する２
つの数値を生成している。類似したペアの状況が存在する可能性があり、通し番号の中の
所与の位置についていずれの単一の文字を出力として選択するべきかを統計分析ルーチン
１６５が決定できないと統計分析ルーチング１６５が通知した際には、常に、スポットチ
ェックルーチン１６５が呼び出されることになる。ルーチン１６６内においては、２つの
特定の文字の相違点に注意を合焦して最終予測を実行するべく、特殊なルーチンが使用さ
れている。例えば、前述のＣ及びＧの場合においては、ルーチンは、ＣとＧを弁別する水
平ラインを探すことになる。
【０１２４】
　ＯＣＲルーチン１５１によって使用されているすべてのルーチンは、ＣＰＵ集約的であ
り、従って、大量の演算を必要としている。所与の通し番号を認識するために必要な時間
を最小化するべく、時間を要する機能（指数、平方根、三角関数など）を使用することな
しに整数演算処理及び多項級数拡張によって結果を近似する特殊なアルゴリズムを開発し
た。この結果、浮動小数点演算用のＦＰＵを具備していない簡単なマイクロプロセッサへ
のＯＣＲルーチン１５１のポーティングが可能である。
【０１２５】
　本発明の好適な実施例に関する以上の開示は、例示及び説明を目的として提示されたも
のである。これは、本発明のすべてを網羅したものではなく、本発明を開示された形態そ
のままに限定することを意図したものでもない。以上の開示内容に鑑み、当業者には、本
明細書に記述されている実施例の多くの変形及び変更が明らかであろう。本発明の範囲は
、添付の請求項、並びに、その等価物によってのみ定義されるものである。
【０１２６】
　更には、本発明の代表的な実施例の説明において、本明細書が、特定のステップのシー
ケンスとして、本発明の方法及び／又はプロセスを提示している場合がある。しかしなが
ら、その方法又はプロセスが本明細書に示されている特定のステップの順序に依存してい
ない範囲において、方法又はプロセスは、記述されている特定のステップのシーケンスに
限定されるものではない。当業者であれば理解するように、その他のステップのシーケン
スも可能である。従って、本明細書に示されている特定のステップの順序を請求項に対す
る制限として解釈してはならない。更には、本発明の方法及び／又はプロセスに関する請
求項は、記述されている順序におけるそれらのステップの性能に限定されるものでもなく
、当業者であれば、それらのシーケンスが、変化可能であり、且つ、依然として本発明の
精神及び範囲内に留まることができることを容易に理解するであろう。
【図面の簡単な説明】
【０１２７】
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【図１】本発明の一実施例によるシステム内のネットワークの概略図である。
【図２】本発明の一実施例によるシステムのブロック図である。
【図３】本発明の一実施例によるメモリ割当構造である。
【図４】本発明の一実施例によるシステムのソフトウェアの論理フローチャートである。
【図５】本発明の一実施例によるシステムのブロック図の典型的な実施例である。
【図６】本発明の一実施例による引き出しなしキャッシュレジスタの概略図である。
【図７】本発明の一実施例によるローカルな通貨からユーロへの交換機の概略図である。
【図８】本発明の一実施例によるビデオ指紋採取システムの概略図である。
【図９】本発明の一実施例によるビデオ画面の典型的な画面ショットである。
【図１０】本発明の一実施例による典型的なハンドヘルド型汎用通貨読み取り機（Ｕｎｉ
ｖｅｒｓａｌ　Ｃｕｒｒｅｎｃｙ　Ｒｅａｄｅｒ：ＵＣＲ）の透視図である。
【図１１】本発明の一実施例によるハンドヘルド型ＵＣＲのブロック図である。
【図１２】本発明の一実施例によるデスクトップ型通貨読み取り機の概略図である。
【図１３】本発明の一実施例によるデスクトップ型通貨読み取り機と共に使用するコント
ローラのブロック図である。
【図１４】本発明の一実施例によるデスクトップ型通貨読み取り機の電源のブロック図で
ある。
【図１５】本発明の一実施例に従って通し番号を読み取るべく既存の貨幣カウンタを改良
するための装置の概略図である。
【図１６】本発明の一実施例による「ＴＡＧ」の付加を含むデータ伝送の代表的なフォー
マットを示している。
【図１７】本発明の一実施例による機関の間におけるデータの高速で安全な交換を実現す
るネットワーク設計の概略図である。
【図１８】本発明の一実施例によるＯＣＲルーチンのブロック図である。

【図１】 【図２】
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